
 

民間保育所に対するオムツ園処分補助について 

 

 民間保育所では、オムツを持ち帰りの園や保護者より処分費を徴収して園で処

分を行っていたり、対応はさまざまでした。公立の保育園・こども園・幼稚園で

は令和４年 11 月よりオムツの園処分を開始しました。これにあわせて、民間保

育所でもオムツの園処分費用を市が補助を行うことによって、持ち帰りや費用

負担をなくすことで保護者への子育て負担軽減や感染症拡大防止を図ります。 

 

１．実施時期 

  令和５年１月１日から開始しています。 

 

２．目的 

  新型コロナウイルス等感染症予防対策の強化や保護者のオムツの持ち帰り

時等の負担軽減、保育士による園児のオムツの入れ間違い等による業務負

担の軽減を目的としています。 

 

３．実施園 

  野洲市内民間保育所、保育園、認定こども園 ５園 

  野洲市内小規模保育園 ２園 

 

４．補助額 

  オムツ処分代 オムツを処分した人数（月単位）×430 円 

  オムツ処分に必要な備品購入費用 0～2 歳児の定員数×9,879 円を上限 
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